
 

議   第 ８５号 

令和 ３年１２月２３日提出 

 

熊本市立総合ビジネス専門学校学則の一部改正について 

 

  熊本市立総合ビジネス専門学校学則の一部を次のように改正したいので議決を求める。 

 

 

                                      熊本市教育長 遠 藤 洋 路 

 

 

熊本市立総合ビジネス専門学校学則の一部を改正する規則 

 

 

 

熊本市立総合ビジネス専門学校学則（昭和 55 年教委規則第 6号）の一部を次のように

改正する。 

 

第 14条中「保護者（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第 16条に規定する者をいう。

以下同じ。）及び」、第 15条第 2項中「、保護者・保護者若しくは」、第 16条第 1項、第 17

条第 1項、第 18 条第 1項中「保護者連署の上、」を削除する。 

 

 

附則 

この学則は、令和４年（2022年）4月１日から施行する。 

 

 

 

（提出理由） 

現在、熊本市総合ビジネス専門学校学則では、未成年である生徒に係る入学・保証人・ 

退学・休学・復学等の手続きの際に保護者の署名・届出を求めている。民法改正で成人の

年齢が１８歳に引き下げられたことにより、これまで未成年者とされていた本学生徒は、成

人とみなされることとなる。成年者については学校教育法第 16条に規定される保護者は存

在しないため、保護者の署名は不要となることから、所要の改正を行う必要があり、熊本市

教育委員会教育長事務委任等規則（昭和 27年教委規則第 6号）第１条第 8号の規定に

基づき、議決を求めるものである。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

 

1



 

熊本市立総合ビジネス専門学校学則（昭和５５年教委規則第６号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 備考 

（入学手続） （入学手続）  

第14条 入学を許可された者は、校長の定める日まで

に                      

                    保証人

が連署した誓約書その他必要な書類を校長に提出し

なければならない。 

第14条 入学を許可された者は、校長の定める日まで

に保護者（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１６条に規定する者をいう。以下同じ。）及び保証人

が連署した誓約書その他必要な書類を校長に提出し

なければならない。 

 

（保証人） （保証人）  

第15条 保証人は、独立の生計を営む成年者で、本校

に対して生徒に関する一切の責任を負うことのでき

る者でなければならない。 

第15条 保証人は、独立の生計を営む成年者で、本校

に対して生徒に関する一切の責任を負うことのでき

る者でなければならない。 

 

 2 生徒    又は保証人は、       保証

人が前項に規定する要件を欠くに至ったとき、又は誓

約書の記載事項に変更があったときは、速やかに校長

に届け出なければならない。 

 2 生徒、保護者又は保証人は、保護者若しくは保証

人が前項に規定する要件を欠くに至ったとき、又は誓

約書の記載事項に変更があったときは、速やかに校長

に届け出なければならない。 

 

（退学） （退学）  

第 16 条 退学しようとする生徒は、その事由を明記

し、       校長に願い出なければならない。 

第 16 条 退学しようとする生徒は、その事由を明記

し、保護者連署の上、校長に願い出なければならない。 

 

（休学） （休学）  

第17条 病気その他やむを得ない事由により１月以

上就学することができない生徒は、その事由及び期間を

明記し、        医師の診断書等その事由を証

するに足る書類を添えて、校長に休学を願い出ることが

第17条 病気その他やむを得ない事由により１月以

上就学することができない生徒は、その事由及び期間を

明記し、保護者連署の上、医師の診断書等その事由を証

するに足る書類を添えて、校長に休学を願い出ることが
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できる。 できる。 

（復学） （復学）  

第18条 休学中の生徒が復学しようとするときは、そ

の事情及び期日を明記し、        医師の診

断書等その事情を証するに足る書類を添えて、校長に

復学を願い出なければならない。 

第18条 休学中の生徒が復学しようとするときは、そ

の事情及び期日を明記し、保護者連署の上、医師の診

断書等その事情を証するに足る書類を添えて、校長に

復学を願い出なければならない。 

 

   

   

   

 

 附則 

 この規則は、令和４年（２０２２年）４月１日から施行する。 
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○学校教育法

(昭和二十二年三月三十一日)

(法律第二十六号)

第十六条　保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以

下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

(平一九法九六・追加)
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